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平成１８年度北九州市決算 

 

 

平成１８年度決算の概要 

 

平成１８年度決算については、市税収入（１，５９２億５５百万円）は３年連続で若干の

増収（８億４８百万円）となったものの、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的

な地方交付税が大幅に減少（△１４１億８２百万円）した。このため、従来にも増して徹底

した行財政改革を実施するとともに、予算執行上可能な限りの節減に努めたところであ

る。しかしながら、それでもなお収支に不均衡が生じたため、退職手当債（２４億９０百万

円）などの特別な市債を発行するとともに、財政調整基金等からの繰り入れを前年度より

も増やさざるを得ず（７０億２４百万円増）、大変厳しい財政状況となっている。 

その結果、財政調整基金等主要４基金の残高は、大規模な土地売却収入や職員厚生

会からの返還金等を臨時の財源として基金に積み立てたものの、前年度末残高と比べ、

１５億５７百万円の減となっている。 

なお、一般会計の実質収支は４０年連続の黒字（１０億９１百万円）を確保した。 

 

 

１ 一般会計 

 

（１） 概 要 

 ○ 規模は２年ぶりの減 

北九州市の平成１８年度一般会計決算は、歳入決算額５，０６１億９百万円、歳出決算

額５，０１８億９０百万円で、歳入の決算規模は過去１４番目、歳出規模は過去１２番目と

なり、平成１６年度以来２年ぶりに前年度を下回る決算規模となった。 

 

 ○ 実質収支は４０年連続の黒字 

    実質収支は１０億９１百万円で、昭和４２年度以来４０年連続の黒字となった。 

区　　　　　分 18年度 17年度 増 減 額 増 減 率

歳入決算額　(A) 506,109 524,806 △ 18,697 △ 3.6%

歳出決算額　(B) 501,890 519,633 △ 17,743 △ 3.4%

形式収支 （C = A - B) 4,219 5,173 △ 954 △ 18.4%

繰り越すべき財源　(D) 3,128 4,061 △ 933 △ 23.0%

実質収支  (E = C - D) 1,091 1,112 △ 21 △ 1.9%

(単位：百万円)
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 （２） 主な特徴 

  ① 歳 入 

○ 市税収入は３年連続で若干の増収 

市税全体としては、税制改正による増収が３１億円、景気回復に伴う増収が２３億

円あったものの、評価替えや地価下落による固定資産税及び都市計画税の減収が４

５億円あったため、全体としては、１，５９２億５５百万円と対前年度８億４８百万円（＋

０．５％）の若干増となり、平成１６年度から３年連続で前年度を上回った。 

① 個人市民税は、税制改正や景気回復の影響等により、３８１億６０百万円と対前年

度３６億７６百万円（＋１０．７％）の増となった。 

② 法人市民税は、景気の回復基調に伴い、製造業を中心に企業収益が回復したこと

から、１９９億７８百万円と対前年度１４億５７百万円（＋７．９％）の増となった。 

③ 固定資産税は、景気回復に伴う償却資産の増加はあったが、地価の下落や評

価替えによる家屋の評価の下落などにより、７２７億３６百万円と対前年度３６億

２０百万円(△４．７％)の減となった。 

 

 

○ 市税収入率は４年連続の上昇 

市税収入率については、９６．３％と前年度に比べ０．３ポイント上昇し、平成１５年

度から４年連続で前年度を上回った（政令市中第４位）。 

 

 

 ○ 実質的な地方交付税は大きく減 

地方交付税は６１７億５２百万円で、対前年度１２５億３百万円の減（△１６．８％）と

大幅に減少した。これは、国の地方財政計画において、地方歳出が縮減されたこと

や、平成１７年国勢調査人口（速報値）の反映などによるものである。 

また、地方交付税の振り替えである臨時財政対策債は１０９億８４百万円で、対前

年度１６億７９百万円の減（△１３．３％）となった。 

この結果、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税額は、

８６９億１８百万円から７２７億３６百万円と対前年度１４１億８２百万円（△１６．３％）

の大幅減となった。 
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○ 市債発行額は減少 

市債発行額は６３２億１百万円で、（仮称）新・新門司工場建設事業の事業進捗や、

退職手当債の活用などがあったものの、臨海部産業用地貸付特別会計への貸付金

や臨時財政対策債の減などにより、対前年度１５億４１百万円（△２．４％）の減とな

ったが、歳入に占める市債への依存度は前年度を０．２ポイント上回り１２．５％とな

った。 

なお、地方交付税の振り替えである臨時財政対策債を除いた実質的な市債発行

額は、５２２億１７百万円と対前年度１億３７百万円（＋０．３％）の増となり、歳入に占

める市債への依存度は、前年度より０．４ポイント上回り１０．３％となった。 

 

 

② 歳 出（性質別） 

○ 義務的経費比率は１．５ポイント増の４２．９％、人件費比率は 

０．３ポイント増の１４．３％ 

人件費、扶助費、公債費からなる義務的経費は２，１５２億５８百万円で、対前年

度１億１２百万円（０．１％）の増となった。 

人件費は職員数の減などにより１．３％の減、扶助費は児童手当の支給対象拡大

による支給額の増はあったものの、診療報酬改定による医療費の減などにより、０．

２％の減となった。また、公債費は満期一括償還に係る基金積立金の増により、１．

９％の増となった。 

この結果、義務的経費比率は４２．９％と前年度から１．５ポイント増加した。 

また、人件費比率は１４．３％と前年度から０．３ポイント増となった。 

 

 

○ 投資的経費は２年ぶりの減 

投資的経費は９８１億５７百万円で、対前年度１０８億５３百万円（△１０．０％）の

減少となった。 

これは、若戸大橋の引継ぎ事業（旧日本道路公団からの買収）の終了による減な

どによるものである。 

この結果、投資的経費比率は、１９．６％と前年度から１．４ポイント減少した。  
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③ 歳 出（目的別） 

○ 歳出総額の２８．９％が保健福祉費 

       歳出決算を目的別構成でみると、保健福祉費が最も高く歳出全体の２８．９％を占

め、諸支出金が１７．６％、土木費が１３．１％となった。 

また、前年度との対比でみると、若戸大橋の引継ぎ事業の終了などにより、土木

費が１１５億９８百万円（△１５．０％）減の６５６億１３百万円、平成１７年度に執行し

た臨海部産業用地貸付特別会計への貸付が平成１８年度は対象となる貸付用地が

なかったことなどにより、港湾費が２８億１５百万円（△２０．７％）減の１０７億９７百

万円となった。   

この結果、一般会計歳出全体では、５，０１８億９０百万円で、対前年度１７７億４３

百万円（△３．４％）の減となった。 

 

 

（３） 財政指標等 

① 市 債 残 高 

○ 市債残高は増加 

市債残高（一般会計）は、９，１１２億６３百万円となり、対前年度２８６億６９百万円

（＋３．２％）の増となった。これは、（仮称）新・新門司工場建設事業等に係る環境債

の増、退職手当債の活用などによるものである。 

なお、市債の借入にあたっては、地方交付税措置のある有利な市債の活用に努

めてきたことにより、その約５０％が元利償還時に交付税で措置されるため、実質的

な市民負担となる市債残高は約４，６９８億円となった。 

 

 

② 実質公債費比率 

○ 実質公債費比率は１２．１％ 

    平成１８年度からの地方債協議制度への移行に伴い、起債制限比率よりも公債

費の概念を幅広く捉えた財政の健全性を示す新たな財政指標である実質公債費

比率は１２．１％となり、前年度に比べ０．５ポイント上昇した。なお、この比率が１

８％以上となると、起債にあたって総務大臣の許可が必要となる。 
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③ 経常収支比率 

○ 経常収支比率は上昇 

  財政構造の弾力性を示す総合的指標である経常収支比率は、９４．２％となり 

前年度に比べ２．９ポイント上昇した。 

  

区　　分 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

経常収支比率 85.9% 87.9% 90.6% 91.3% 94.2%  

   ＊普通会計ベース 

 

 

 

２ 普通特別会計 

 

○ 実質収支は２３会計中２０会計が黒字 

北九州市の平成１８年度普通特別会計決算は、歳入決算額５，６３６億１６百万円、 

 歳出決算額５，４５８億３７百万円で、実質収支は１７６億４６百万円の黒字となった。 

２３会計のうち、公債償還特別会計、土地取得特別会計及び臨海部産業用地貸付特

別会計が収支ゼロ、前記を除く２０会計で実質収支は黒字となった。 
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３ 企業会計 

 

○ 単年度資金収支は５会計中３会計が赤字 

北九州市の平成１８年度企業会計決算は、収入決算額９９７億９２百万円、支出決 

算額１，１９７億５５百万円、差引き△１９９億６３百万円で、これに損益勘定留保資金等

の補てん財源を充当すると、単年度資金収支は１億３２百万円の赤字となった。 

単年度資金収支は上水道事業会計及び工業用水道事業会計が黒字となり、交通事

業会計、病院事業会計及び下水道事業会計の３会計は赤字となった。 

（平成１８年度末資金剰余については、５会計全て黒字となった。） 

 

（１） 上水道事業会計では、大口使用者の水需要の減少により料金収入が減少したもの

の、職員給与費などの諸費用が減少したことなどにより、単年度資金収支は９億３２百

万円と６年続けての黒字となった。 

 

（２） 工業用水道事業会計では、契約水量の増加により料金収入が増加した一方、浄化

費用などの諸費用が減少したことなどにより、単年度資金収支は１億７４百万円と２年

ぶりの黒字となった。 

 

（３） 交通事業会計では、引き続く乗合人員の減少などによる料金収入の減少などにより、

職員給与費の削減に努めるなど諸費用は減少したものの、単年度資金収支は１億３７

百万円と３年続けての赤字となった。 

     なお、交通事業では、平成１８年度からの５ヵ年の経営改善計画を策定し、経営努力

を行っている。 

 

（４） 病院事業会計では、患者数の減少などにより料金収入が減少する一方、退職給与

金の増加などにより職員給与費が増加したことなどにより、単年度資金収支は７億２３

百万円と５年ぶりの赤字となった。 

 

（５） 下水道事業会計では、建設改良費に対する起債制度の変更などによる一般会計繰

入金が減少したことなどから、職員給与費などの諸費用が減少したものの、単年度資

金収支は３億７７百万円と３年続けての赤字となった。 
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